
釧路地方裁判所



今年度の子ども企画について

８月９日（水）、釧路地方裁判所において、小学校５、６年生
を対象とした「夏休み子ども企画～みんなで体験！裁判所！
～」を開催しました。今年度の子ども企画は、参集とオンライン
のハイブリッドで実施しました。その様子の一部を御紹介しま
す。

裁判員裁判法廷において、「白雪姫」を題材とした模擬裁判員裁判
を行いました。

児童のみなさんはそれぞれの役になりきって、本物さながらの裁判
を体験しました。

模擬裁判員裁判



直接来場いただいた方々のほかに、当日残念ながら抽選に外れてし
まった方々にも、同時進行でＺｏｏｍを利用してオンライン参加していた
だきました。

事前にいただいた質問のほかにも児童や保護者の方々からたくさん
質問をしていただきました。

裁判官への質問コーナー

模擬評議～判決言渡し

審理のあと、２つのグループに分かれ、それぞれ松村裁判官と川邊

裁判官の進行のもと、被告人が「有罪」か「無罪」かの評議を行いま

した。

判決言渡しの場面では、２つのグループで「有罪」と「無罪」の異な

る判決を言い渡す結果となりました。



裁判所クイズ

このコーナーもオンラインと同時進行で実施しました。

中には難しい問題もありましたが、全１０問中９問も正解する人もい
ました。

参加認定書授与

当企画に参加いただいた児童のみなさんに、釧路地方裁判所長の
青沼所長から、参加認定書が授与されました。



いただいたアンケートの結果も参考に、さらに裁判所につい
て御理解をいただけるよう、また、少しでも裁判所を身近に感じ
ていただけるような広報企画を行っていきたいと思います。

参加していただいたみなさん、ありがとうございました。

集合写真


